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資料編 調布市基本計画とまち・ひと・しごと創生総合戦略との関係 

 

 

 

 

調布市基本計画（令和 5（2023）年度～令和８（2026）年度）と連動するまち・ひと・しごと創
生総合戦略との関係を整理しています。 
国のまち・ひと・しごと創生基本方針を踏まえ，調布市における地方創生の取組を推進していきます。 
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資料編 調布市基本計画とＳＤＧｓとの関係 

 調布市基本計画とＳＤＧｓとの関係 

 

 

 

 

 

 

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）とは，2015（平成 27）年９月の国連サミッ

トにおいて，日本を含む全１９３か国の合意により採択された国際社会全体の共通目標です。2016

年から 2030 年までの間に達成すべき１７のゴール（目標）と，それに連なり具体的に示された１

６９のターゲットから構成されています。 

「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため，先進国・開発途上

国を問わず，公共・民間各層のあらゆる関係者が連携しながら，世界全体の経済・社会・環境をめ

ぐる広範な課題に統合的に取り組むこととされており，多くの国でＳＤＧｓの達成に向けた取組が

行われています。 

特に，１７の目標の中には，ゴール１１として「住み続けられるまちづくりを」（Goal11.   

Sustainable cities and communities）という目標が掲げられており，この目標をはじめ，他の

１６の目標の達成に向けて，公共・民間各層の一つである自治体の果たすべき役割が重要であるこ

とも示されています。 

 

日本では，2016（平成 28）年 12 月にＳＤＧｓ実施指針が策定され，自治体においても，各種

計画，戦略の策定等に当たってＳＤＧｓの要素を最大限反映することを奨励するとともに，関係団

体等との連携強化などにより，ＳＤＧｓの達成に向けた取組を推進していくことが求められていま

す。 

さらに，自治体においてＳＤＧｓの推進に取り組むことにより，経済・社会・環境の三側面から

の統合的な取組などを通じた地域の一層の活性化が図られ，地方創生につながるとして，2018（平

成 30）年６月に示された国の地方創生の基本方針である「まち・ひと・しごと創生基本方針」の

中にもＳＤＧｓ達成のための取組が位置付けられました。 
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資料編 調布市基本計画とＳＤＧｓとの関係 

 

平成 20 年 

１２月  「低炭素都市」推進協議会 設立 
・2008（平成 20）年度に選定された環境モデル都市を中心に，低炭素社会づくりに意欲のある自治体，関係団
体等が参加することとされました。地方自治体におけるＳＤＧｓ達成に向けた取組の前身ともいえ，２００９（平
成２１年５月には第１回低炭素都市推進協議会が開催されました。 

・調布市は同協議会構成員として参加しました。（市区町村 72 団体，都道府県 40 団体などが参加） 

平成 24 年 

 ５月  「環境未来都市」構想推進協議会 設立 
・環境モデル都市の概念を基に，高齢化対応を必須とした「環境未来都市」構想を推進するために，「低炭素都市」
推進協議会を改組して組織されました。 

平成 27 年 

９月  国連サミットでＳＤＧｓを採択 

平成 28 年 

５月  ＳＤＧｓ推進本部 設置 
・内閣総理大臣を本部長，全閣僚を構成員としてＳＤＧｓ推進本部が設置されました。 

１２月  ＳＤＧｓ実施指針 策定（第 2 回ＳＤＧｓ推進本部） 
・ＳＤＧｓの目標達成に向けて，今後の日本の取組の方針を示したものです。 
・その中で，広範なステークホルダー（様々な関係機関など）が連携してＳＤＧｓ達成に向けて取り組むこととさ
れており，そのステークホルダーの一つである地方自治体については，「ＳＤＧｓを全国的に実施するためには，

広く全国の地方自治体及びその地域で活動するステークホルダーによる積極的な取組を推進することが不可欠
である。この観点から，各地方自治体に，各種計画や戦略，方針の策定や改訂に当たってはＳＤＧｓの要素を最
大限反映することを奨励しつつ，関係府省庁の施策等も通じ，関係するステークホルダーとの連携の強化等，Ｓ

ＤＧｓ達成に向けた取組を促進する。」とされています。 

平成 29 年 

１１月  「地方創生に向けた自治体ＳＤＧｓ推進のあり方」コンセプト 取りまとめ 
・内閣府地方創生推進室設置の「自治体ＳＤＧｓ推進のための有識者検討会」による報告書です。 
・その中で，「地方創生を一層推進する上で，「環境未来都市」構想を更に発展させ，新たにＳＤＧｓの手法を取り

入れて戦略的に進めていくことが有効」とされています。 

１２月  まち・ひと・しごと創生総合戦略（２０１７改訂） 閣議決定 
・まち・ひと・しごと創生法に基づき，国の地方創生に関する総合的な方向性等を示すまち・ひと・しごと創生総
合戦略において，「地方創生の一層の推進に当たっては，持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の主流化を図り，Ｓ
ＤＧｓ達成に向けた観点を取り入れ，経済，社会，環境の統合的向上等の要素を最大限反映する」とされ，地方

自治体におけるＳＤＧｓ達成に向けた取組の推進が位置付けられました。 

平成 30 年 

８月  地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム 設立 
・自治体におけるＳＤＧｓの達成に向け，ＳＤＧｓを共通言語として課題解決に取り組む官民の連携創出を支援す
ることを目的として設立されました。 

・調布市は同プラットフォームの構成員として参加しています。（低炭素都市推進協議会から継続して参加） 

１２月  まち・ひと・しごと創生総合戦略（２０１８改訂） 閣議決定 

・引き続き，地方自治体におけるＳＤＧｓ達成に向けた取組の推進が位置付けられています。 

令和元年 

１２月  ＳＤＧｓ実施指針の改定 
・2030 年までに日本の国内外において SDGｓを達成するための中長期的な国家戦略として位置付けられている

SDGｓ実施指針は，2019（令和元）年 12 月に改訂されています。 

令和３年 

１２月  ＳＤＧｓアクションプラン 2022 の策定 
・SDGｓアクションプランは，SDGｓ実施指針に基づき，2030 年までに目標を達成するために，「８つの優先
課題」において日本政府が行う具体的な施策等を整理し，各事業の SDGｓへの貢献を「見える化」することを

目的に策定されています。 
 

ＳＤＧｓの目指す１７の目標は，国レベルで取り組むものが含まれ，調布市基本計画の分野別計画に
位置付けた３０施策とそれに連なる各事業・取組とは，対象や規模は異なりますが，その目指すべき方
向は共通するところが多くあります。 
調布市は，市民をはじめ多様な主体と連携・協働しながら，調布市基本計画に基づく計画的なまちづ

くりを進めることで，ＳＤＧｓの目標達成につなげていきます。 

これまでの国の動き 
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資料編 調布市基本計画とＳＤＧｓとの関係 

 

 

目標(Goal) 説 明※１ 自治体行政の果たし得る役割※２ 

 

（貧困） 

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わ

らせる。 

（貧困をなくそう） 

自治体行政は貧困で生活に苦しむ人々を特定し、支援する上で最

も適したポジションにいます。各自治体においてすべての市民に

必要最低限の暮らしが確保されるよう、きめ細やかな支援策が求

められています。 

 

（飢餓） 

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善

を実現し、持続可能な農業を促進する。 

（飢餓をゼロに） 

自治体は土地や水資源を含む自然資産を活用して農業や畜産な

どの食料生産の支援を行うことが可能です。そのためにも適切な

土地利用計画が不可欠です。公的・私的な土地で都市農業を含む

食料生産活動を推進し、安全な食料確保に貢献することもできま

す。 

 

（保健） 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生

活を確保し、福祉を促進する。 

（すべての人に健康と福祉を） 

住民の健康維持は自治体の保健福祉行政の根幹です。国民皆保険

制度の運営も住民の健康維持に貢献しています。都市環境を良好

に保つことによって住民の健康状態を維持・改善可能であるとい

う研究成果も得られています。 

 

（教育） 

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教

育を確保し、生涯学習の機会を促進する。 

（質の高い教育をみんなに） 

教育の中でも特に義務教育等の初等教育においては自治体が果

たすべき役割は非常に大きいといえます。地域住民の知的レベル

を引き上げるためにも、学校教育と社会教育の両面における自治

体行政の取組は重要です。 

 

（ジェンダー） 

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び

女児の能力強化を行う。 

（ジェンダー平等を実現しよう） 

自治体による女性や子供等の弱者の人権を守る取組は大変重要

です。また、自治体行政や社会システムにジェンダー平等を反映

させるために行政職員や審議会委員等における女性の割合を増

やすのも重要な取組といえます。 

 

（水・衛生） 

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持

続可能な管理を確保する。 

（安全な水とトイレを世界中に） 

安全で清潔な水へのアクセスは住民の日常生活を支える基盤で

す。水道事業は自治体の行政サービスとして提供されることが多

く、水源地の環境保全を通して水質を良好に保つことも自治体の

大事な責務です。 

 

（エネルギー） 

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可

能な近代的エネルギーへのアクセスを確保

する。 

（エネルギーをみんなにそしてクリーンに） 

公共建築物に対して率先して省/再エネを推進したり、住民が省/

再エネ対策を推進する際に補助を出す等、安価かつ効率的で信頼

性の高い持続可能なエネルギー源へのアクセスを増やすことも

自治体の大きな役割といえます。 

 

（経済成長と雇用） 

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべて

の人々の完全かつ生産的な雇用と働きがい

のある人間らしい雇用（ディーセント・ワー

ク）を促進する。 

（働きがいも経済成長も） 

自治体は経済成長戦略の策定を通して地域経済の活性化や雇用

の創出に直接的に関与することができます。また、勤務環境の改

善や社会サービスの制度整備を通して労働者の待遇を改善する

ことも可能な立場にあります。 

 

（インフラ、産業化、イノベーション） 

強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂

的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベ

ーションの推進を図る。 

（産業と技術革新の基盤をつくろう） 

自治体は地域のインフラ整備に対して極めて大きな役割を有し

ています。地域経済の活性化戦略の中に、地元企業の支援などを

盛り込むことで新たな産業やイノベーションを創出することに

も貢献することができます。 

ＳＤＧｓの１７の目標 
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資料編 調布市基本計画とＳＤＧｓとの関係 

 

 

目標(Goal) 説 明※１ 自治体行政の果たし得る役割※２ 

 

（不平等） 

各国内及び各国間の不平等を是正する。 

（人や国の不平等をなくそう） 

差別や偏見の解消を推進する上でも自治体は主導的な役割を担

うことができます。少数意見を吸い上げつつ、不公平・不平等

のないまちづくりを行うことが求められています。 

 

（持続可能な都市） 

包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持

続可能な都市及び人間居住を実現する。 

（住み続けられるまちづくりを） 

包摂的で、安全な、強靭で持続可能なまちづくりを進めること

は首長や自治体行政職員にとって究極的な目標であり、存在理

由そのものです。都市化が進む世界の中で自治体行政の果たし

得る役割は益々大きくなっています。 

 

（持続可能な生産と消費） 

持続可能な生産消費形態を確保する。 

（つくる責任つかう責任） 

環境負荷削減を進める上で持続可能な生産と消費は非常に重要

なテーマです。これを推進するためには市民一人一人の意識や

行動を見直す必要があります。省エネや３R の徹底など、市民

対象の環境教育などを行うことでこの流れを加速させることが

可能です。 

 

（気候変動） 

気候変動及びその影響を軽減するための緊

急対策を講じる。 

（気候変動に具体的な対策を） 

気候変動問題は年々深刻化し，既に多くの形でその影響は顕在

化しています。従来の温室効果ガス削減といった緩和策だけで

なく，気候変動に備えた適応策の検討と策定を各自治体で行う

ことが求められています。 

 

（海洋資源） 

持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保

全し，持続可能な形で利用する。 

（海の豊かさを守ろう） 

海洋汚染の原因の８割は陸上の活動に起因していると言われて

います。まちの中で発生した汚染が河川等を通して海洋に流れ

出ることがないように，臨海都市だけでなくすべての自治体で

汚染対策を講じることが重要です。 

 

（陸上資源） 

陸域生態系の保護，回復，持続可能な利用の

推進，持続可能な森林の経営，砂漠化への対

処，ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生

物多様性の損失を阻止する。 

（陸の豊かさも守ろう） 

自然生態系の保護と土地利用計画は密接な関係があり，自治体

が大きな役割を有するといえます。自然資産を広域に保護する

ためには，自治体単独で対策を講じるのではなく，国や周辺自

治体，その他関係者との連携が不可欠です。 

 

（平和） 

持続可能な開発のための平和で包摂的な社

会を促進し，すべての人々に司法へのアクセ

スを提供し，あらゆるレベルにおいて効果的

で説明責任のある包摂的な制度を構築する。 

（平和と公正をすべての人に） 

平和で公正な社会を作る上でも自治体は大きな責務を負ってい

ます。地域内の多くの市民の参画を促して参加型の行政を推進

して，暴力や犯罪を減らすのも自治体の役割といえます。 

 

（実施手段） 

持続可能な開発のための実施手段を強化し，

グローバル・パートナーシップを活性化す

る。 

（パートナーシップで目標を達成しよう） 

自治体は公的／民間セクター，市民，ＮＧＯ/ＮＰＯなど多くの

関係者を結び付け，パートナーシップの推進を担う中核的な存

在になり得ます。持続可能な世界を構築していく上で多様な主

体の協力関係を築くことは極めて重要です。 

 

※１：外務省が日本語訳したもの（関係各省庁においても同訳を引用） 

※２：国の関係各省庁が参考資料として示している「私たちのまちにとってのＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）－導入のためのガイド

ラインー（２０１８年３月版（第２版）」（自治体ＳＤＧｓガイドライン検討委員会編集）において記載されており，国際的な地

方自治体の連合組織であるＵＣＬＧ（United Cities and Local Governments）が示した内容を日本語訳したもの 
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資料編 調布市基本計画とＳＤＧｓとの関係 

 

施策01 災害に強いまちづくり ●

施策02 防犯対策・消費者安全対策の推進 ● ●

施策03 子ども・子育て家庭の支援 ● ● ● ●

施策04 学校教育の充実 ● ● ● ●

施策05 青少年の健全育成 ● ● ●

施策06 共に支え合う地域福祉の推進 ●

施策07 高齢者福祉の充実 ● ●

施策08 障害者福祉の充実 ● ●

施策09 セーフティネットによる生活支援 ● ● ●

施策10 雇用・就労の支援 ● ●

施策11 生涯を通した健康づくり ● ●

施策12 生涯学習のまちづくり ●

施策13 市民スポーツの振興

施策14 地域コミュニティの醸成

施策15 人権の尊重・男女共同参画社会の形成 ● ●

施策16 平和施策・国際交流の推進 ●

施策17 活力ある産業の推進

施策18 都市農業の推進 ●

施策19 魅力ある観光の振興

施策20 文化芸術の振興 ●

施策21 地域ゆかりの文化の保存と継承 ●

施策22 良好な市街地の形成

施策23 地域特性を生かした都市空間の形成

施策24 良好な住環境づくり

施策25 利便性の高い交通体系の確立

施策26 快適な公共交通環境の整備 ●

施策27
脱炭素社会へ向けた地球温暖化対策と環境
保全の推進

●

施策28 水と緑による快適空間づくり

施策29 ごみの減量と適正処理

施策30 快適な生活環境づくり ● ●

基本目標８
豊かな自然と人が共生する，

持続可能なまちをつくるために

基本目標５
多様性を認め合い，

安心して自分らしく暮らせるために

基本目標４
学びやスポーツを通じ，

誰もが充実した毎日を過ごすために

基本目標６
調布ならではの魅力にあふれ，

活気に満ちたまちにするために

基本目標７

地域の特性を生かした

快適で利便性に富むまちをつくるため

に

調布市基本計画（分野別計画）に位置付けた３０施策と
ＳＤＧｓの１７の目標との関係

基本目標１ 安全に安心して住み続けられるために

基本目標２

安心して子どもを産み育てられ，

将来を担う子ども・若者が

力を発揮できるために

基本目標３
みんなで支え合い，

いつまでも心穏やかに暮らすために
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● ● ● ●

● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●
 

※国や東京都が示すＳＤＧｓの考え方を参考に，調布市基本計画（分野別計画）に位置付けた３0 施策とＳＤＧｓの１７の目標との

関係を示したものです。今後，この基本計画の進行管理や調布市まち・ひと・しごと創生総合戦略の必要な見直しを行う中で，国

や他自治体のＳＤＧｓの取組を参考にしながら，必要に応じて変更する場合があります。 

319



資料編 公共建築物維持保全工事等一覧 

 公共建築物維持保全工事等一覧 

１ 増築・改良工事等一覧  （単位：百万円） 

施設名称 事業
費計 

  
基本

計画

事業 

令和５（2023）年度 令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度 

取組内容 事業費 取組内容 事業費 取組内容 事業費 取組内容 事業費 

1 市役所庁舎 157 
改修（非常用電源，

ＬＥＤ照明） 
118 

事業者選定，設計

（リース） 
― 整備工事（リース） ― 建物リース 39  

2 
総合福祉センター 
布田老人憩の家 
医療ステーション 

     
整備負担金(実施設

計分） 
297 整備負担金(工事分） 

1,6

04 

精算払い（工事分） 1,60

4 

 

3 グリーンホール 45 
整備基本構想，設計

（解体），改修（安全

対策） 
36 整備基本構想 10 事業者選定 ― 設計(ＰＦＩ) ― No67 

4 文化会館たづくり 17 改修（安全対策） 17 ―  0 ―  0 ―  0 No67 

5 神代出張所 0                  

6 第一小学校 749 
設計（増築，普通教室

改修），改修（普通教

室） 
119 

工事・監理（増築），

工事（プール解体，増

築） 
310 工事・監理（増築） 320 ―  0 No24 

7 第二小学校 116 
改修（ＬＥＤ照明），

校舎リース 
47 校舎リース 23 校舎リース 23 校舎リース 23 No24 

8 八雲台小学校 107 ―  0 
改修（直結給水）， 

設計・工事(リース） 
71 校舎リース 18 校舎リース 18 No24 

9 滝坂小学校 117 ―  0 ―  0 設計（増築） 94 工事（プール解体） 23 No24 

10 深大寺小学校 72 ―  0 改修（ＬＥＤ照明） 26 ―  0 改修（直結給水） 47 No24 

11 石原小学校 131 
改修（普通教室）， 

設計・工事（校舎リー

ス） 
52 校舎リース 18 

改修（ＬＥＤ照明）， 

校舎リース 
44 校舎リース 18 No24 

12 若葉小学校 85 
ＰＦＩアドバイザリ

ー，校舎リース，仮設

校舎取得 
85 設計（ＰＦＩ) ― 工事(ＰＦＩ) ― 工事(ＰＦＩ) ― No24 

13 緑ヶ丘小学校 38 ―  0 設計・工事(リース） 2 校舎リース 18 校舎リース 18 No24 

14 染地小学校 164 基本構想 17 
ＰＦＩ導入可能性調

査 
17 

事業者選定，借地整

備，遺跡調査，設計・

工事(校舎リース） 
60 

設計（ＰＦＩ），遺跡

調査，校舎リース 
69 No24 

15 北ノ台小学校 43 改修（特別支援教室） 43 ―  0 ―  0 ―  0 No24 

16 多摩川小学校 77 改修（普通教室） 25 ―  0 改修（直結給水） 52 ―  0 No24 

17 飛田給小学校 25 ―  0 改修（ＬＥＤ照明） 25 ―  0 ―  0 No24 

18 調和小学校 103 改修（ＬＥＤ照明） 55 改修（直結給水） 48 ―  0 ―  0 No24 

19 小学校 4 室内環境衛生検査 1 室内環境衛生検査 1 室内環境衛生検査 1 室内環境衛生検査 1 No24 

20 調布中学校 27 ―  0 ―  0 改修（ＬＥＤ照明） 27 ―  0 No24 

21 神代中学校 10 ―  0 測量 5 設計（校庭） 5 ―  0 No24 

22 第三中学校 2 校庭遺跡調査 2 ―  0 ―  0 ―  0 No24 

23 第四中学校 47 
ＰＦＩアドバイザ 

リー，耐力度調査 
27 

設計（ＰＦＩ)，改修

（校庭整備） 
20 工事(ＰＦＩ) ― 工事(ＰＦＩ) ― No24 

24 第五中学校 5 測量 5 ―  0 ―  0 ―  0 No24 

25 第七中学校 23 ―  0 ―  0 改修（ＬＥＤ照明） 23 ―  0 No24 

26 第八中学校 19 ―  0 ―  0 ―  0 改修（ＬＥＤ照明） 19 No24 

27 中学校 2 室内環境衛生検査 1 室内環境衛生検査 1 室内環境衛生検査 1 室内環境衛生検査 1 No24 

28 宮の下保育園 317 ―  0 ―  0 設計・工事（移転） 317 ―  0  

29 図書館宮の下分館 224 設計（移転） 28 工事（移転） 196 ―  0 ―  0  

30 図書館緑ヶ丘分館 465 工事（負担金） 142 工事（負担金） 161 工事（負担金） 161 ―  0  

整備負担金（支払方法含む）について事業者と調整中 

移転に向けた検討 
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  （単位：百万円） 

施設名称 
事業
費計 

  
基本計

画事業 
令和５（2023）年度 令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度 

取組内容 事業費 取組内容 事業費 取組内容 事業費 取組内容 事業費 

31 西調布体育館 646 調査検討（移転） 6 設計（移転） 40 工事（移転） 250 工事（移転） 351 No48 

32 
図書館高架下資料
保存庫 

10 ―  0 ―  0 工事（解体） 10 ―  0  

33 文化財資料室 5 ―  0 ―  0 工事（解体） 5 ―  0  

34 西部ふれあいの家 1 ―  0 ―  0 ―  0 工事（解体） 1  

35 子ども交通教室 3 ―  0 ―  0 工事（解体） 3 ―  0  

36 
富士見町災害対策
用資材倉庫 

2 ―  0 ―  0 工事（解体） 2 ―  0  

37 高架下資材倉庫 1 ―  0 ―  0 工事（解体） 1 ―  0  

38 
利再来留（りさ
いくる）館 

4 ―  0 ―  0 工事（解体） 4 ―  0  

39 
下布田遺跡 
ガイダンス棟 

502 
設計（史跡公園，ガ

イダンス棟，分室解

体） 

38 
設計（ガイダンス

棟），工事（史跡公園） 
83 工事（ガイダンス棟） 259 

工事（ガイダンス棟， 

史跡公園） 
123 

No68 

40 
消防団第３分団
機械器具置場 

91 ―  0 ―  0 設計（改築） 10 
工事（改築），仮設リ

ース 
82 No7 

41 仙川中継ポンプ場 2 ―  0 ―  0 ―  0 設計（解体） 2  

42 

（仮称）第２ま
なびや，（仮称）
ワークライフカ
レッジちょうふ 

287 設計・工事（負担金） 287 ―  0 ―  0 ―  0 
No39 

43 学童クラブ 347 
設計，室内環境衛生

検査，測量，整備 
6 

設計，室内環境衛生

検査，測量，整備 
178 

室内環境衛生検査，

測量，整備 
163 ―  0 No16 

44 
深大寺地域福祉
センター 

64 設計（エレベーター） 4 工事（エレベーター） 60 ―  0 ―  0  

45 図書館若葉分館 3 改修（空調） 3 ―  0 ―  0 ―  0  

46 せんがわ劇場 34 改修（安全対策） 34 ―  0 ―  0 ―  0 No67 

47 
市民西町少年野球
場 

5 ―  0 ―  0 ―  0 設計（シャワー） 5 No48 

48 
市民西町サッカー
場 

3 工事（シャワー） 3 ―  0 ―  0 ―  0 No48 

49 
市民深大寺テニス
コート 

1 工事（防球ネット） 1 ―  0 ―  0 ―  0 No48 

50 
調布基地跡地運動
広場  

34 工事（放送設備） 9 工事（防球ネット） 25 ―  0 ―  0 No48 

合計  8,741 ― 1,211 ― 1,615 ― 3,474 ― 2,441  
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２ 維持保全工事等一覧  （単位：百万円） 

施設名称 事業
費計 

  
基本

計画

事業 

令和５（2023）年度 令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度 

取組内容 事業費 取組内容 事業費 取組内容 事業費 取組内容 事業費 

1 市役所庁舎 614 
事業者選定・設計

（空調リース），設

計（受変電） 

7 
改修（空調リース），

改修（受変電，昇降

機，非常用発電） 

330 リース（空調），設計

（電気） 
96 リース（空調），改修

（電気） 
181  

2 金子保育園 76 
設計（外壁，屋上防

水，給排水・衛生，

電気） 

11 
改修（外壁，屋上防

水，給排水・衛生，電

気，昇降機） 

65 ― 0 ― 0  

3 上石原保育園 107 ― 0 ― 0 
改修（外壁，屋上防

水，給排水・衛生，受

変電，電気，昇降機） 

107 ― 0  

4 神代保育園 1 改修（床） 1 ― 0 ― 0 ― 0  

5 富士見保育園 16 ― 0 ― 0 改修（給排水・衛生） 16 ― 0  

6 東部保育園 9 改修（内装） 9 ― 0 ― 0 ― 0  

7 
つつじヶ丘児童
館・学童クラブ 

125 

設計・改修（外壁，

屋上防水，給排水・

衛生，電気，空調，

調光） 

125 ― 0 ― 0 ― 0 
 

8 
東部児童館・学童
クラブ 

15 
改修（給排水・衛生，

空調） 
15 ― 0 ― 0 ― 0  

9 
国領児童館・学童
クラブ 

17 ― 0 ― 0 改修（給排水・衛生） 17 ― 0  

10 
多摩川児童館・学
童クラブ 

17 ― 0 ― 0 ― 0 改修（電気） 17  

11 
深大寺児童館・学
童クラブ 

16 ― 0 ― 0 改修（電気） 16 ― 0  

12 
富士見児童館・学
童クラブ 

17 ― 0 ― 0 改修（電気） 17 ― 0  

13 
佐須児童館・学童
クラブ 

12 
設計（給排水・衛生，

電気） 
12 ― 0 ― 0 ― 0  

14 
西部児童館・学童
クラブ 

23 ― 0 ― 0 ― 0 改修（電気） 23  

15 
緑ヶ丘児童館・学
童クラブ 

31 ― 0 ― 0 ― 0 改修（給排水・衛生，

電気） 
31  

16 
調布ケ丘児童館・
学童クラブ 

27 ― 0 改修（電気） 27 ― 0 ― 0  

17 
染地児童館・学童
クラブ 

32 改修（ＬＥＤ照明） 5 
改修（給排水・衛生，

電気） 
27 ― 0 ― 0  

18 
布田小学校学童
クラブ 

12 ― 0 改修（空調） 12 ― 0 ― 0  

19 
わかば学童クラ
ブ 

29 ― 0 ― 0 ― 0 改修（外壁，屋上防

水，空調，電気） 
29  

20 
子ども発達セン
ター 

64 改修（空調） 64 ― 0 ― 0 ― 0  

21 
子ども家庭支援
センターすこや
か 

70 ― 0 ― 0 改修（電気） 70 ― 0 
 

22 ちょうふの里 187 ― 0 改修（受変電） 143 改修（昇降機） 44 ― 0  

23 
ふれあい給食室
（緑ヶ丘） 

5 ― 0 ― 0 ― 0 改修（空調） 5  

24 
知的障害者援護
施設 

180 

改修（自火報受信

機，中央監視装置，

ＦＣＵコントロー

ラー），リース（空

調，熱源） 

125 リース（空調，熱源） 18 リース（空調，熱源） 18 リース（空調，熱源） 18 

 

25 
デイセンターま
なびや 

70 ― 0 ― 0 ― 0 改修（空調，電気） 70  

26 
こころの健康支
援センター 

23 改修（屋上防水） 23 ― 0 ― 0 ― 0  

27 健康活動ひろば 15 改修（屋上防水） 15 ― 0 ― 0 ― 0  

28 
シルバー総合セ
ンター 

22 ― 0 改修（電気） 22 ― 0 ― 0  

29 
調布ケ丘地域福
祉センター 

15 ― 0 ― 0 ― 0 改修（電気） 15  

30 
深大寺地域福祉
センター 

25 ― 0 ― 0 改修（空調） 25 ― 0  

31 
八雲台ふれあい
の家 

16 
改修（内装，ＬＥＤ

照明，給排水・衛生） 
7 ― 0 改修（給排水・衛生，

空調，電気） 
10 ― 0  

32 
飛田給ふれあい
の家 

2 ― 0 ― 0 改修（電気） 2 ― 0  

33 
布田駅南ふれあ
いの家 

6 ― 0 ― 0 改修（空調） 6 ― 0  
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（単位：百万円） 

施設名称 事業
費計 

  
基本

計画

事業 

令和５（2023）年度 令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度 

取組内容 事業費 取組内容 事業費 取組内容 事業費 取組内容 事業費 

34 
東部ふれあいの
家 

15 
改修（給排水・衛生，

空調，電気，内装） 
15 ― 0 ― 0 ― 0  

35 
下布田ふれあい
の家 

3 ― 0 ― 0 改修（電気） 3 ― 0  

36 
上石原ふれあい
の家 

28 改修（内装） 7 ― 0 
改修（外壁，屋上防

水，給排水・衛生，

受変電，電気） 

21 ― 0  

37 
佐須ふれあいの
家 

4 
設計（給排水・衛生，

電気） 
4 ― 0 ― 0 ― 0  

38 
国領駅北ふれあ
いの家 

4 改修（空調） 4 ― 0 ― 0 ― 0  

39 
小島町ふれあい
の家 

7 ― 0 ― 0 ― 0 改修（空調） 7  

40 
染地ふれあいの
家 

10 ― 0 ― 0 ― 0 改修（空調） 10  

41 
上ノ原ふれあい
の家 

19 ― 0 ― 0 
改修（外壁，屋上防

水，給排水・衛生） 
19 ― 0  

42 八雲台市営住宅 64 ― 0 設計（外壁，屋上防

水） 
3 改修（外壁，屋上防

水） 
61 ― 0  

43 
富士見第１市営
住宅 

24 改修（給排水・衛生） 24 ― 0 ― 0 ― 0  

44 
富士見第２市営
住宅 

76 ― 0 ― 0 改修（給排水・衛生） 76 ― 0  

45 第一小学校 43 ― 0 ― 0 ― 0 改修（防災，校庭） 43 No24 

46 第二小学校 254 設計（体育館内部） 5 改修（体育館内部） 65 設計（給食室） 11 改修・監理（給食室） 173 No24 

47 八雲台小学校 167 
設計（外壁，屋上防

水） 
10 

改修（外壁，屋上防

水，防災） 
150 ― 0 

設計（体育館大規

模） 
7 No24 

48 富士見台小学校 171 ― 0 設計（給食室） 11 改修・監理（給食室） 160 ― 0 No24 

49 深大寺小学校 394 改修・監理（給食室） 343 改修（防災） 13 設計（体育館外壁，

屋根） 
2 改修（体育館外壁，

屋根） 
36 No24 

50 上ノ原小学校 18 ― 0 設計（北校舎外壁，

屋上防水） 
1 改修（北校舎外壁，

屋上防水） 
17 ― 0 No24 

51 石原小学校 317 改修・監理（給食室） 298 ― 0 改修（受水槽） 19 ― 0 No24 

52 緑ヶ丘小学校 12 ― 0 ― 0 改修（防災） 12 ― 0 No24 

53 北ノ台小学校 35 ― 0 ― 0 改修（防災） 16 改修（受水槽） 19 No24 

54 多摩川小学校 173 設計（給食室） 11 改修・監理（給食室） 162 ― 0 ― 0 No24 

55 杉森小学校 34 ― 0 改修（校庭） 34 ― 0 ― 0 No24 

56 飛田給小学校 81 ― 0 ― 0 設計（体育館内部） 5 
設計（給食室，受水

槽），改修（体育館

内部） 
77 No24 

57 柏野小学校 120 設計（体育館内部） 5 改修（体育館内部，

受変電） 
96 改修（受水槽） 19 ― 0 No24 

58 国領小学校 61 改修（校庭） 38 ― 0 改修（受変電） 23 ― 0 No24 

59 調和小学校 370 ― 0 
改修（外壁，屋上防

水），設計（体育館

床） 

238 
改修（受水槽，体育

館床，プール水槽） 
119 

設計（給食室，受変

電） 
13 No24 

60 小学校 888 
改修（ＧＨＰ更新，

電気，機械），空調

リース 

101 
改修（ＧＨＰ更新，

電気，機械），空調

リース 

129 
改修（ＧＨＰ更新，

電気，機械），空調

リース 

142 
改修（ＧＨＰ更新，

電気，機械），空調

リース 
516 No24 

61 神代中学校 273 改修（体育館外部） 115 改修（格技棟大規

模） 
99 ― 0 改修（校庭） 59 No24 

62 第三中学校 325 
改修（第一体育館大

規模） 
246 改修（校庭） 79 ― 0 ― 0 No24 

63 第七中学校 44 ― 0 ― 0 改修（校庭） 44 ― 0 No24 

64 中学校 353 
改修（ＧＨＰ更新，

電気，機械），空調

リース 

47 
改修（ＧＨＰ更新，

電気，機械），空調

リース 

48 
改修（ＧＨＰ更新，

電気，機械），空調

リース 

52 
改修（ＧＨＰ更新，

電気，機械），空調

リース 
206 No24 

65 
文化会館たづく
り 

1,354 

ＥＳＣＯ，改修（会

議室空調，機械式駐

車場），リース（音

響等） 

314 

ＥＳＣＯ負担金，設

計（内装，事務室），

改修（注水処理制御

盤，ＣＡＴＶ更新，

内装，機械式駐車

場），リース（音響

等） 

349 

ＥＳＣＯ負担金，改

修（蓄電池，駐車場

出入庫システム，内

装，事務室），リー

ス（音響等） 

319 

ＥＳＣＯ負担金，設

計（外壁，屋上防

水），改修（音響・

負荷設備），リース

（音響等） 

372 

No67 
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施設名称 
事業
費計 

  
基本

計画

事業  

令和５（2023）年度 令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度 

取組内容 事業費 取組内容 事業費 取組内容 事業費 取組内容 事業費 

66 グリーンホール 100 
リース（空調熱源，

調光卓，楽屋空調） 
49 リース（空調熱源，

調光卓，楽屋空調） 
46 リース（調光卓，楽

屋空調） 
5 ― 0 No67 

67 せんがわ劇場 199 リース（舞台機構） 19 リース（舞台機構） 19 
改修（空調，調光卓・

マイク），リース（舞

台機構） 

118 
改修（照明・非常放

送他），リース（舞

台機構） 
43 No67 

68 
武者小路実篤記
念館 

9 
改修（ＬＥＤ照明，

調光器） 
9 ― 0 ― 0 ― 0  

69 東部公民館 22 ― 0 改修（空調） 22 ― 0 ― 0  

70 西部公民館 29 改修（給排水・衛生） 14 ― 0 ― 0 改修（電気） 15  

71 北部公民館 4 改修（給排水） 4 ― 0 ― 0 ― 0  

72 
図書館深大寺分
館 

23 ― 0 ― 0 改修（空調） 23 ― 0  

73 図書館佐須分館 9 
設計（給排水・衛生，

電気） 
9 ― 0 ― 0 ― 0  

74 
あそビバプレイ
ルーム（第二小） 

10 ― 0 ― 0 ― 0 改修（空調） 10  

75 
あそビバプレイ
ルーム（国領小） 

10 ― 0 改修（空調） 10 ― 0 ― 0  

76 
八ケ岳少年自然
の家 

70 
改修（防災，体育館

外壁，屋上防水） 
70 ― 0 ― 0 ― 0  

77 
多摩川自然情報
館 

14 ― 0 改修（空調） 14 ― 0 ― 0  

78 総合体育館 524 改修（電気） 6 改修（屋上防水） 32 
設計（給排水・衛生，

受変電，電気），リ

ース（管理棟空調） 

68 

改修（給排水・衛生，

受変電，電気，自家

発電），リース（管

理棟空調） 

418 
No48 

79 
市民西町野球場・
少年野球場 

50 ― 0 改修（西町野球場不

陸整正） 
21 改修（西町少年野球

場不陸整正） 
29 ― 0 No48 

80 
市民深大寺テニ
スコート 

33 ― 0 ― 0 改修（コートＡ面） 16 改修（コートＣ面） 17 No48 

81 
市民緑ケ丘テニ
スコート 

63 ― 0 ― 0 設計（コート照明） 4 
改修（クラブハウス

給排水・衛生・電気，

コート照明） 
60 No48 

82 
調布基地跡地運
動広場 

167 
改修（Ａ６・Ｄ２不

陸整正） 
89 

改修（Ｄ１・Ｄ３不

陸整正，Ｄ３擁壁） 
62 

改修（Ａ５不陸整

正） 
16 ― 0 No48 

83 
消防団第２分団
機械器具置場 

7 ― 0 ― 0 
改修（外壁，屋上防

水） 
7 ― 0  

84 
消防団第４分団
機械器具置場 

6 ― 0 ― 0 ― 0 改修（外壁，屋上防

水） 
6  

85 
消防団第１３分
団機械器具置場 

7 
改修（給排水・衛生，

空調，電気） 
7 ― 0 ― 0 ― 0 No7 

86 
国領西自転車等
駐車場 

12 設計（配置変更） 3 改修（配置変更） 9 ― 0 ― 0  

87 多摩川倉庫 8 ― 0 ― 0 ― 0 改修（外壁，屋上防

水，電気） 
8  

88 都市整備部倉庫 7 ― 0 ― 0 ― 0 
改修（外壁，屋上防

水，電動シャッタ

ー，電気） 
7  

89 小口修繕等 941  小口修繕等 235  小口修繕等 235  小口修繕等 235  小口修繕等 235  

合計 9,962 ― 2,522 ― 2,589 ― 2,104 ― 2,746  
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